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第　　２３　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武 雄 市 一 般 会 計 予 算



　平成２３年度武雄市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２１２億７８９２万９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（継続費）

第２条　地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表　継続費」による。

　（債務負担行為）

第３条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３

　表　債務負担行為」による。

　（地方債）

第４条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

　及び償還の方法は、「第４表　地方債」による。

　（一時借入金）

第５条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０億円と定める。

　（歳出予算の流用）

第６条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

　る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 一 般 会 計 予 算
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第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 市税 49億 3826万 8

1 市民税 19億 2850万 0

2 固定資産税 25億 2176万 6

3 軽自動車税 1億 3100万 0

4 市たばこ税 3億 3400万 1

5 入湯税 2300万 1

2 地方譲与税 2億 2500万 0

1 地方揮発油譲与税 6500万 0

2 自動車重量譲与税 1億 6000万 0

3 利子割交付金 1800万 0

1 利子割交付金 1800万 0

4 配当割交付金 400万 0

1 配当割交付金 400万 0

5 株式等譲渡所得割交付金 200万 0

1 株式等譲渡所得割交付金 200万 0

6 地方消費税交付金 4億 5000万 0

1 地方消費税交付金 4億 5000万 0

7 ゴルフ場利用税交付金 3700万 0

1 ゴルフ場利用税交付金 3700万 0

8 自動車取得税交付金 4100万 0

1 自動車取得税交付金 4100万 0

金 額
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(単位：千円)

款 項

9 地方特例交付金 8100万 0

1 地方特例交付金 8100万 0

10 地方交付税 71億 0万 0

1 地方交付税 71億 0万 0

11 交通安全対策特別交付金 1100万 0

1 交通安全対策特別交付金 1100万 0

12 分担金及び負担金 3億 5855万 3

1 分担金 290万 4

2 負担金 3億 5564万 9

13 使用料及び手数料 3億 5101万 7

1 使用料 2億 910万 2

2 手数料 1億 4191万 5

14 国庫支出金 29億 1448万 5

1 国庫負担金 21億 7165万 0

2 国庫補助金 7億 2059万 2

3 国庫委託金 2224万 3

15 県支出金 16億 3160万 2

1 県負担金 8億 8249万 0

2 県補助金 6億 5516万 5

3 県委託金 9394万 7

16 財産収入 3776万 8

金 額
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(単位：千円)

款 項

1 財産運用収入 3776万 3

2 財産売払収入 5

17 寄附金 3

1 寄附金 3

18 繰入金 2億 2151万 3

1 特別会計繰入金 600万 0

2 基金繰入金 2億 1551万 3

19 繰越金 1

1 繰越金 1

20 諸収入 4億 3471万 9

1 延滞金加算金 3

2 市預金利子 1

3 貸付金元利収入 2億 400万 1

4 受託事業収入 8962万 1

5 病院事業清算収入 200万 0

6 雑入 1億 3909万 3

21 市債 24億 2200万 0

1 市債 24億 2200万 0

212億 7892万 9歳 入 合 計

金 額
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 議会費 3億 2180万 8

1 議会費 3億 2180万 8

2 総務費 23億 5026万 7

1 総務管理費 18億 360万 4

2 企画費 1億 5206万 7

3 徴税費 2億 2012万 6

4 戸籍住民基本台帳費 1億 521万 8

5 選挙費 3337万 9

6 統計調査費 785万 0

7 監査委員費 2802万 3

3 民生費 71億 4317万 3

1 社会福祉費 35億 65万 0

2 児童福祉費 30億 6786万 8

3 生活保護費 5億 136万 0

4 災害救助費 2

5 介護保険地域支援事業費 5013万 4

6 介護保険介護予防支援事業費 2315万 9

4 衛生費 15億 5323万 6

1 保健衛生費 5億 5157万 0

2 清掃費 10億 166万 6

5 労働費 3億 73万 6

金 額
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(単位：千円)

款 項

1 労働諸費 3億 73万 6

6 農林業費 4億 5793万 6

1 農業費 3億 9249万 7

2 林業費 6543万 9

7 商工費 4億 3298万 5

1 商工費 4億 3298万 5

8 土木費 26億 3520万 1

1 土木管理費 1億 4086万 1

2 道路橋梁費 6億 3398万 3

3 河川費 2587万 9

4 都市計画費 13億 6451万 8

5 住宅費 4億 6996万 0

9 消防費 7億 5108万 4

1 消防費 7億 5108万 4

10 教育費 25億 5694万 7

1 教育総務費 3億 1473万 6

2 幼稚園費 2830万 5

3 小学校費 4億 153万 3

4 中学校費 11億 41万 2

5 社会教育費 5億 4705万 4

6 保健体育費 1億 6490万 7

金 額
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(単位：千円)

款 項

11 災害復旧費 2

1 農林施設災害復旧費 1

2 土木施設災害復旧費 1

12 公債費 25億 188万 3

1 公債費 25億 188万 3

13 諸支出金 2億 1377万 7

1 公営企業費 2億 1190万 0

2 公営競技収益金貸付基金支出金 1

3 土地開発基金繰出金 187万 6

14 予備費 5989万 4

1 予備費 5989万 4

212億 7892万 9

金 額

歳 出 合 計
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款 項 事　業　名 年　度 年　割　額

千円 千円

平成２３年
度

3億 8734万 0

平成２４年
度

1億 994万 7

８　土　木　費

第 ２ 表　　継　続　費

総　額

５　住　宅　費 　市営和田住宅第１期建替事業
4億 9728万 7



事 項 期 間

平成２４年度

地籍情報管理システム借上料 ～ ９５２万５千円

平成２８年度

平成２４年度

～

平成２８年度

武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん
及び利子助成に関する条例に基づく
水洗便所等改造資金損失補償
（平成２３年度融資あっせん分）

取扱金融機関が融資を行う水洗便所等改造資金について、
最終弁済期限終了後６箇月経過後における債務不履行により
弁済されなかった元利金及び損害額の合計額

第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為

限 度 額
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

　める条件による。

２　財務省財政融資資金、佐賀県、

　銀行その他から借入れる。 年４.０％

以　　内 ②　償還は、元利均等償還

（ただし、利率見直し方式 　又は元金均等償還

３　借入れの時期は、平成23年度 で借り入れる資金について、

　とする。ただし、借入れの期日 利率の見直しを行った後に

　は、借入先と協議する。工事の おいては、当該見直し後の ③　市財政の都合により、

　都合等により翌年度に繰越借入 利率） 　繰上償還、償還期限の短

　れすることができる。 　縮又は低利債に借換える

　ことができる。

　一般道路整備事業（合併特例事業） 9500万 0

　杉岳中山線整備事業（過疎対策事業） 3000万 0

　主要道路整備事業（合併特例事業）

第　４　表　　地　　方　　債

　新幹線鉄道整備事業（一般単独事業） 1570万 0

　防災行政無線整備事業（合併特例事業） 1億 4230万 0

9920万 0
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

　める条件による。

２　財務省財政融資資金、佐賀県、

　銀行その他から借入れる。 年４.０％

以　　内 ②　償還は、元利均等償還

（ただし、利率見直し方式 　又は元金均等償還

３　借入れの時期は、平成23年度 で借り入れる資金について、

　とする。ただし、借入れの期日 利率の見直しを行った後に

　は、借入先と協議する。工事の おいては、当該見直し後の ③　市財政の都合により、

　都合等により翌年度に繰越借入 利率） 　繰上償還、償還期限の短

　れすることができる。 　縮又は低利債に借換える

　ことができる。

　内町迎田線整備事業（合併特例事業） 710万 0

　市営和田住宅建設事業（公営住宅建設事
業）

2億 950万 0

　消防施設整備事業（合併特例事業） 4870万 0

　中野御船山線街路事業（合併特例事業） 1億 5400万 0

　甘久武雄線整備事業（合併特例事業） 140万 0
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起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

　める条件による。

２　財務省財政融資資金、佐賀県、

　銀行その他から借入れる。 年４.０％

以　　内 ②　償還は、元利均等償還

（ただし、利率見直し方式 　又は元金均等償還

３　借入れの時期は、平成23年度 で借り入れる資金について、

　とする。ただし、借入れの期日 利率の見直しを行った後に

　は、借入先と協議する。工事の おいては、当該見直し後の ③　市財政の都合により、

　都合等により翌年度に繰越借入 利率） 　繰上償還、償還期限の短

　れすることができる。 　縮又は低利債に借換える

　ことができる。

　武雄小学校管理棟大規模改造事業
　（合併特例事業）

5670万 0

　武雄中学校大規模改築事業
　（合併特例事業）

6億 2600万 0

　臨時財政対策債 8億 4000万 0

　川登中学校大規模改造事業
　（合併特例事業）

5290万 0

　水道企業出資金（合併特例事業） 4350万 0
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第　　２４　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武雄市国民健康保険特別会計予算



　平成２３年度武雄市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５９億３６６２万７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２億円と定める。

　

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 国民健康保険税 10億 9986万 1

1 国民健康保険税 10億 9986万 1

2 使用料及び手数料 1

1 手数料 1

3 国庫支出金 17億 2373万 6

1 国庫負担金 12億 597万 5

2 国庫補助金 5億 1776万 1

4 療養給付費交付金 2億 3224万 9

1 療養給付費交付金 2億 3224万 9

5 前期高齢者交付金 12億 8586万 2

1 前期高齢者交付金 12億 8586万 2

6 県支出金 3億 1559万 5

1 県負担金 3137万 9

2 県補助金 2億 8421万 6

7 連合会支出金 1

1 連合会補助金 1

8 共同事業交付金 7億 7866万 9

1 共同事業交付金 7億 7866万 9

9 財産収入 1

1 財産運用収入 1

金 額

- 2 -



(単位：千円)

款 項

10 繰入金 4億 9514万 2

 1 一般会計繰入金 4億 9514万 1

 2 基金繰入金 1

11 繰越金 1

 1 繰越金 1

12 諸収入 550万 9

 1 延滞金、加算金及び過料 5

 2 預金利子 1

 3 雑入 550万 3

59億 3662万 7

金 額

歳 入 合 計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務費 1億 277万 5

1 総務管理費 1億 137万 0

2 徴税費 120万 0

3 運営協議会費 20万 5

2 保険給付費 40億 7128万 8

1 療養諸費 36億 657万 0

2 高額療養費 4億 3331万 6

3 移送費 2

4 出産育児諸費 2940万 0

5 葬祭諸費 200万 0

3 後期高齢者支援金 6億 985万 9

1 後期高齢者支援金 6億 985万 9

4 前期高齢者納付金 148万 7

1 前期高齢者納付金 148万 7

5 老人保健拠出金 100万 5

1 老人保健医療費拠出金 100万 5

6 介護納付金 2億 7799万 1

1 介護納付金 2億 7799万 1

7 共同事業拠出金 7億 7867万 3

1 共同事業拠出金 7億 7867万 3

金 額
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(単位：千円)

款 項

8 保健事業費 5599万 9

1 特定健康診査等事業費 3741万 9

2 保健事業費 1858万 0

9 基金積立金 1

1 基金積立金 1

10 公債費 1

1 公債費 1

11 諸支出金 605万 1

1 還付金及び還付加算金 605万 0

2 繰出金 1

12 予備費 3149万 7

1 予備費 3149万 7

59億 3662万 7歳 出 合 計

金 額
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第　　２５　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武雄市後期高齢者医療特別会計予算



　平成２３年度武雄市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ５億３４０７万６千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算
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第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 後期高齢者医療保険料 3億 5822万 0

1 後期高齢者医療保険料 3億 5822万 0

2 使用料及び手数料 1

1 手数料 1

3 繰入金 1億 7284万 5

1 一般会計繰入金 1億 7284万 4

2 他会計繰入金 1

4 繰越金 1

1 繰越金 1

5 諸収入 300万 9

1 延滞金、加算金及び過料 2

2 償還金及び還付加算金 136万 2

3 特定健康診査等受託費 164万 2

4 雑入 3

5億 3407万 6

金 額

歳 入 合 計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 総務費 420万 0

1 総務管理費 44万 2

2 徴収費 211万 6

3 保健事業費 164万 2

2 後期高齢者医療広域連合納付金 5億 2850万 7

1 後期高齢者医療広域連合納付金 5億 2850万 7

3 諸支出金 136万 3

1 償還金及び還付加算金 136万 2

2 繰出金 1

4 予備費 6

1 予備費 6

5億 3407万 6

金 額

歳 出 合 計
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第　　２６　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武雄市農業集落排水事業特別会計予算



　平成２３年度武雄市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ７億５１０万２千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

　「第２表　債務負担行為」による。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 使用料及び手数料 1億 284万 8

1 使用料 1億 284万 6

2 手数料 2

2 分担金及び負担金 30万 0

1 分担金 30万 0

3 繰入金 5億 9875万 1

1 繰入金 5億 9875万 1

4 繰越金 1

1 繰越金 1

5 諸収入 320万 2

1 加入金 1

2 受託事業収入 320万 0

3 雑入 1

7億 510万 2

金 額

歳 入 合 計

- 2 -



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 事業費 1億 7967万 5

1 事業費 1億 7967万 5

2 公債費 5億 2442万 7

1 公債費 5億 2442万 7

3 予備費 100万 0

1 予備費 100万 0

7億 510万 2

金 額

歳 出 合 計

- 3 -



- 4 -

事　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間

平成２４年度

～

平成２８年度

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

限 度 額

武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん
及び利子助成に関する条例に基づく
水洗便所等改造資金損失補償
（平成２３年度融資あっせん分）

取扱金融機関が融資を行う水洗便所等改造資金について、
最終弁済期限終了後６箇月経過後における債務不履行により
弁済されなかった元利金及び損害額の合計額



第　　２７　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武雄市公共下水道事業特別会計予算



　平成２３年度武雄市の公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ３億７６２５万０千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２

　表　債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

　及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 使用料及び手数料 1619万 5

1 使用料 1598万 9

2 手数料 20万 6

2 分担金及び負担金 358万 0

1 負担金 358万 0

3 国庫支出金 1億 2560万 0

1 国庫補助金 1億 2560万 0

4 繰入金 5877万 2

1 繰入金 5877万 2

5 繰越金 1

1 繰越金 1

6 諸収入 2

1 加入金 1

2 雑入 1

7 市債 1億 7210万 0

1 市債 1億 7210万 0

3億 7625万 0

金 額

歳 入 合 計

- 2 -



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 事業費 3億 4120万 9

1 事業費 3億 4120万 9

2 公債費 3404万 1

1 公債費 3404万 1

3 予備費 100万 0

1 予備費 100万 0

3億 7625万 0

金 額

歳 出 合 計

- 3 -



- 4 -

事　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間

平成２４年度

～

平成２８年度

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

限 度 額

武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん
及び利子助成に関する条例に基づく
水洗便所等改造資金損失補償
（平成２３年度融資あっせん分）

取扱金融機関が融資を行う水洗便所等改造資金について、
最終弁済期限終了後６箇月経過後における債務不履行により
弁済されなかった元利金及び損害額の合計額



起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

２　財務省財政融資資金、佐賀県、 年４.０％ 　める条件による。

　銀行その他から借入れる。 以　　内

　公共下水道事業 1億 7210万 0 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

　（下水道事業） ３　借入れの時期は、平成23年度 で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

　とする。ただし、借入れの期日 利率の見直しを行った後に

　は、借入先と協議する。工事の おいては、当該見直し後の ③　市財政の都合により、

　都合等により翌年度に繰越借入 利率） 　繰上償還、償還期限の短

　れすることができる。 　縮又は低利債に借換える

　ことができる。

第　３　表　　地　　方　　債

- 5 -



第　　２８　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武雄市戸別浄化槽事業特別会計予算



　平成２３年度武雄市の戸別浄化槽事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２億８１３２万７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（債務負担行為）

第２条　地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２

　表　債務負担行為」による。

　（地方債）

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

　及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 使用料及び手数料 1357万 0

1 使用料 1356万 9

2 手数料 1

2 分担金及び負担金 2700万 0

1 分担金 2700万 0

3 国庫支出金 1億 1777万 4

1 国庫補助金 1億 1777万 4

4 繰入金 2778万 0

1 繰入金 2778万 0

5 繰越金 1

1 繰越金 1

6 諸収入 2

1 雑入 2

7 市債 9520万 0

1 市債 9520万 0

2億 8132万 7

金 額

歳 入 合 計

- 2 -



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 事業費 2億 7709万 0

1 事業費 2億 7709万 0

2 公債費 323万 7

1 公債費 323万 7

3 予備費 100万 0

1 予備費 100万 0

2億 8132万 7

金 額

歳 出 合 計

- 3 -



- 4 -

事　　　　　　　　　　　　　　　項 期　　　　　間

平成２４年度

～

平成２８年度

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

限 度 額

武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん
及び利子助成に関する条例に基づく
水洗便所等改造資金損失補償
（平成２３年度融資あっせん分）

取扱金融機関が融資を行う水洗便所等改造資金について、
最終弁済期限終了後６箇月経過後における債務不履行により
弁済されなかった元利金及び損害額の合計額



起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

２　財務省財政融資資金、佐賀県、 年４.０％ 　める条件による。

　銀行その他から借入れる。 以　　内

　戸別浄化槽整備事業 9520万 0 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

　（下水道事業） ３　借入れの時期は、平成23年度 で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

　とする。ただし、借入れの期日 利率の見直しを行った後に

　は、借入先と協議する。工事の おいては、当該見直し後の ③　市財政の都合により、

　都合等により翌年度に繰越借入 利率） 　繰上償還、償還期限の短

　れすることができる。 　縮又は低利債に借換える

　ことができる。

第　３　表　　地　　方　　債

- 5 -



第　　２９　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武雄市土地区画整理事業特別会計予算



　平成２３年度武雄市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ６億２４５５万１千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（地方債）

第２条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率

　及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 国庫支出金 2億 480万 0

1 国庫支出金 2億 480万 0

2 県支出金 1億 167万 6

1 県支出金 1億 167万 6

3 繰入金 1億 7451万 4

1 繰入金 1億 7451万 4

4 繰越金 1

1 繰越金 1

5 諸収入 6万 0

1 清算金徴収金収入 6万 0

6 市債 1億 4350万 0

1 市債 1億 4350万 0

6億 2455万 1

金 額

歳 入 合 計

- 2 -



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 事業費 4億 8435万 7

1 事業費 4億 8435万 7

2 公債費 1億 3919万 4

1 公債費 1億 3919万 4

3 予備費 100万 0

1 予備費 100万 0

6億 2455万 1

金 額

歳 出 合 計

- 3 -



- 4 -

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

１　証書借入又は債券発行の方法 ①　償還期限、据置期間等

　については、借入先の定

２　財務省財政融資資金、佐賀県、 年４.０％ 　める条件による。

　銀行その他から借入れる。 以　　内

　武雄北部土地区画整理事業 1億 4350万 0 （ただし、利率見直し方式 ②　償還は、元利均等償還

　（合併特例事業） ３　借入れの時期は、平成23年度 で借り入れる資金について、 　又は元金均等償還

　とする。ただし、借入れの期日 利率の見直しを行った後に

　は、借入先と協議する。工事の おいては、当該見直し後の ③　市財政の都合により、

　都合等により翌年度に繰越借入 利率） 　繰上償還、償還期限の短

　れすることができる。 　縮又は低利債に借換える

　ことができる。

第　２　表　　地　　方　　債



第　　３０　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武 雄 市 競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算



　平成２３年度武雄市の競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １４７億３２５万９千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　（一時借入金）

第２条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００億円と定める。

　（歳出予算の流用）

第３条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合におけ

　る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 競 輪 事 業 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 競輪事業収入 140億 6777万 1

1 競輪開催収入 140億 6777万 1

2 繰入金 1億 0万 0

1 繰入金 1億 0万 0

3 繰越金 1

1 繰越金 1

4 諸収入 5億 3548万 7

1 雑入 5億 3548万 7

147億 325万 9

金 額

歳 入 合 計

- 2 -



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 競輪事務費 146億 3701万 3

1 競輪事務費 7098万 4

2 競輪開催費 145億 6602万 9

2 諸支出金 2

1 繰出金 1

2 公営競技納付金 1

3 予備費 6624万 4

1 予備費 6624万 4

147億 325万 9

金 額

歳 出 合 計

- 3 -



第　　３１　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武 雄 市 給 湯 事 業 特 別 会 計 予 算



　平成２３年度武雄市の給湯事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ １７７０万３千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 給 湯 事 業 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 事業収入 1770万 0

1 事業収入 1770万 0

2 繰越金 1

1 繰越金 1

3 諸収入 2

1 雑入 2

1770万 3

金 額

歳 入 合 計

- 2 -



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 事業費 1614万 4

1 事業費 1614万 4

2 予備費 155万 9

1 予備費 155万 9

1770万 3

金 額

歳 出 合 計

- 3 -



第　　３２　　号　議　案

平 成 ２ ３ 年 度

武雄市新工業団地整備事業特別会計予算



　平成２３年度武雄市の新工業団地整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ ２８５３万７千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　　　　　　平成　２３　年　３　月　１　日　提出

武 雄 市 長　　樋　渡　啓　祐

平 成 ２３ 年 度 武 雄 市 新 工 業 団 地 整 備 事 業 特 別 会 計 予 算

- 1 -



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

款 項

1 県支出金 1384万 0

1 県負担金 1384万 0

2 繰入金 1469万 6

1 繰入金 1469万 6

3 繰越金 1

1 繰越金 1

2853万 7

金 額

歳 入 合 計

- 2 -



     歳        出 (単位：千円)

款 項

1 公債費 2853万 7

1 公債費 2853万 7

2853万 7

金 額

歳 出 合 計

- 3 -


